
「航空従事者技能証明等に関する事務処理要領」一部改正 新旧対照表 

1 

改 正 後 改 正 前 

Ⅰ （略） Ⅰ （略） 

  

Ⅱ 技能証明等の申請の受理 Ⅱ 技能証明等の申請の受理 

4 技能証明等の申請の受理 17  4 技能証明等の申請の受理 11  

技能証明等の申請の受理 技能証明等の申請の受理 

１． （略）  １． （略）  

２．申請の受理の管轄区分 ２．申請の受理の管轄区分 

（略） （略） 

(1) 学科試験受験関係書類の受理の管轄区分 (1) 学科試験受験関係書類の受理の管轄区分 

学科試験の受験希望地を管轄区域とする地方航空局において受理する。 学科試験の受験希望地を管轄区域とする地方航空局において受理する。 

なお、科目ごとに別々の地域で学科試験を受ける等、受験希望地の管轄が両局に跨る場合

は、どちらか一方の地方航空局へと申請を行う。申請受理後に受験希望地が変更となった場合

においても申請受理した地方航空局が引き続き事務処理を行うこととする。 

 

(2) ・(3) （略） (2)・(3) （略） 

様式 （略） 様式 （略） 

  

Ⅲ 申請書類 技能証明申請 Ⅲ 申請書類 技能証明申請 

8 申請書類 17 8 申請書類 16 

技能証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 技能証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 

技能証明等の申請に必要な書類は次のとおりとする。 技能証明等の申請に必要な書類は次のとおりとする。 

技能証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。ただし、公的機関から発行されるものを除く。） 技能証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。ただし、公的機関から発行されるものを除く。） 

CBT化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及びCBT事業者等のHPにおいて当該学

科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試験の流れ等を確認すること。 

 

１．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 １．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 

(1) 学科試験受験申込時 (1) 学科試験受験申込時 

 (ア)～(オ) （略）  (ア)～(オ) （略） 

 (カ) 返信用封筒  (カ) 返信用封筒 

   受験申請受理通知書及び結果通知書送付用（通常切手を貼付）ーーーーーーーーーーー２通    受験票及び結果通知書送付用（通常切手を貼付）ーーーーーーーーーーーーーーーー２通 

   指定の窓付封筒    指定の窓付封筒 

(2) 学科試験受験時 (2) 学科試験受験時 

(ア) CBTの運営サービスを行う事業者（再委託先を含む。）（以下、「CBT事業者」とする）が

指定する本人確認書類ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１式 

(ア) 受験票ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１通 

   〔持参しなかった場合は受験できない。〕    〔持参しなかった場合は受験できない。切り離したものは無効〕 

（削る） 

 

(イ) 写真ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に指名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ2.4cm。受験票に貼付すること。 

  

17 技能証明 9 16 技能証明 9 

学科試験受験申込時 （略） 学科試験受験申込時 （略） 
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改 正 後 改 正 前 

    
(3) ・(4) （略） (3)・(4) （略） 

様式 （略） 様式 （略） 

  

12 申請書類 17 12 申請書類 16 

技能証明申請書類・学科試験のみ受験する場合 技能証明申請書類・学科試験のみ受験する場合 

※ 外国のライセンス切替（自家用操縦士）についてはページ20を参照。 ※ 外国のライセンス切替（自家用操縦士）についてはページ20を参照。 

CBT化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及びCBT事業者等のHPにおいて当該

学科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試験の流れ等を確認すること。 

 

２．学科試験のみ受験する必要がある者 ２．学科試験のみ受験する必要がある者 

［航空大学校、指定養成施設、航空通信士の場合］ ［航空大学校、指定養成施設、航空通信士の場合］ 

(1) 学科試験受験申込時 (1) 学科試験受験申込時 

 (ア)～(エ) （略）  (ア)～(エ) （略） 

 (オ) 返信用窓付封筒（受験申請受理通知書及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーー２通  (オ) 返信用窓付封筒（受験票及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーーーーーーーー２通 

[指定封筒（通常切手を貼付）] [指定封筒（通常切手を貼付）] 

(2) 学科試験受験時 (2) 学科試験受験時 

(ア) CBT事業者が指定する本人確認書類ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１式 (ア) 受験票ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１通 

   〔持参しなかった場合は受験できない。〕    〔持参しなかった場合は受験できない。切り離したものは無効〕 

（削る） (イ) 写真ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に指名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ2.4cm。受験票に貼付すること。 
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改 正 後 改 正 前 

17 技能証明 13 16 技能証明 13 

学科試験受験申込時 （略） 学科試験受験申込時 （略） 

  
(3) （略） (3) （略） 

様式 （略） 様式 （略） 

  

技能証明申請書類・実地試験のみ受験する場合 技能証明申請書類・実地試験のみ受験する場合 

３． （略） ３． （略） 

  

技能証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方とも受験する必要がない場合 技能証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方とも受験する必要がない場合 

４． （略） ４． （略） 

  

20 申請書類 17 20 申請書類 16 

技能証明申請書類 申請資格：自家用操縦士（外国ライセンス切替） 技能証明申請書類 申請資格：自家用操縦士（外国ライセンス切替） 

技能証明等の申請に必要な書類は次のとおりとする。 技能証明等の申請に必要な書類は次のとおりとする。 

技能証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。ただし、公的機関から発行されたものを除く。） 技能証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。ただし、公的機関から発行されたものを除く。） 

〇 型式限定を必要とする場合は、学科及び実地試験の両方を受験する必要があるのでページ８を参

照。 

〇 型式限定を必要とする場合は、学科及び実地試験の両方を受験する必要があるのでページ８を参

照。 

CBT化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及びCBT事業者等のHPにおいて当該

学科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試験の流れ等を確認すること。 

 

１．学科試験のみ受験する必要がある者 １．学科試験のみ受験する必要がある者 

(1) 学科試験受験申込時 (1) 学科試験受験申込時 
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 (ア)～(ウ) （略）  (ア)～(ウ) （略） 

 (エ) 返信用窓付封筒  (エ) 返信用窓付封筒 

   受験申請受理通知書及び結果通知書送付用（通常切手を貼付）ーーーーーーーーーー２通    受験票及び結果通知書送付用（通常切手を貼付）ーーーーーーーーーーーーーーーー２通 

   指定の窓付封筒    指定の窓付封筒 

(2) 学科試験受験時 (2) 学科試験受験時 

(ア) CBT事業者が指定する本人確認書類ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１式 (ア) 受験票ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１通 

   〔持参しなかった場合は受験できない。〕    〔持参しなかった場合は受験できない。切り離したものは無効〕 

(削る） 

 

(イ) 写真ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に指名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ2.4cm。受験票に貼付すること。 

(3) （略） (3) （略） 

22 申請書類 17 22 申請書類 16 

学科試験受験申込時（略） 学科試験受験申込時（略） 

  
様式 （略） 様式 （略） 

  

２． （略） ２． （略） 

  

Ⅳ 申請書類 限定変更申請 Ⅳ 申請書類 限定変更申請 

28 申請書類 17 28 申請書類 16 

限定変更申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 限定変更申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 
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改 正 後 改 正 前 

限定変更申請（提出書類はすべてA4サイズとする。） 限定変更申請（提出書類はすべてA4サイズとする。） 

CBT化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及びCBT事業者等のHPにおいて当該

学科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試験の流れ等を確認すること。 

 

１．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 １．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 

（略） （略） 

(1) 学科試験受験申込時 (1) 学科試験受験申込時 

 (ア)～(エ) （略）  (ア)～(エ) （略） 

 (オ) 返信用窓付封筒（受験申請受理通知書及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーー２通  (オ) 返信用窓付封筒（受験票及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーーーーーーーー２通 

[指定封筒（通常切手を貼付）] [指定封筒（通常切手を貼付）] 

(2) 学科試験受験時 (2) 学科試験受験時 

  (ア) CBT事業者が指定する本人確認書類ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１式 (ア) 受験票ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１

通 

   〔持参しなかった場合は受験できない。〕    〔持参しなかった場合は受験できない。切り離したものは無効〕 

(削る） 

 

(イ) 写真ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に指名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ2.4cm。受験票に貼付すること。 

  

17 限定変更 29 16 限定変更 29 

学科試験受験申込時（略） 学科試験受験申込時（略） 

  
(3) ・(4) （略） (3)・(4) （略） 
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改 正 後 改 正 前 

様式 （略） 様式 （略） 

  

限定変更申請書類・実地試験のみ受験する場合 限定変更申請書類・実地試験のみ受験する場合 

２． （略） ２． （略） 

  

限定変更申請書類・学科試験及び実地試験の両方とも受験する必要がない場合 限定変更申請書類・学科試験及び実地試験の両方とも受験する必要がない場合 

（略） （略） 

３． （略） ３． （略） 

  

限定変更申請書類 申請資格：自家用・事業用操縦士（外国ライセンス切替） 限定変更申請書類 申請資格：自家用・事業用操縦士（外国ライセンス切替） 

（略） （略） 

  

Ⅴ 航空英語能力証明申請 Ⅴ 航空英語能力証明申請 

38-2 申請書類 17 38-2 申請書類 16 

航空英語能力証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 航空英語能力証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 

航空英語能力証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。） 航空英語能力証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。） 

１．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 １．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 

[通常の申請] [通常の申請] 

(1) 学科試験受験申込時 (1) 学科試験受験申込時 

 (ア)・(イ) （略）  (ア)・(イ) （略） 

 (ウ) 返信用窓付封筒（受験申請受理通知書及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーー２通  (ウ) 返信用窓付封筒（受験票及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーーーーーーーー２通 

[指定封筒（通常切手を貼付）] [指定封筒（通常切手を貼付）] 

(2) 学科試験受験時 (2) 学科試験受験時 

(ア) CBT事業者が指定する本人確認書類ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１式 (ア) 受験票ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１通 

   〔持参しなかった場合は受験できない。〕    〔持参しなかった場合は受験できない。切り離したものは無効〕 

(削る） 

 

(イ) 写真ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に指名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ2.4cm。受験票に貼付すること。 

  

17 航空英語能力証明 38-3 16 航空英語能力証明 38-3 

学科試験受験申込時（略） 学科試験受験申込時（略） 
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改 正 後 改 正 前 

  
(3) ・(4) （略） (3)・(4) （略） 

様式 （略） 様式 （略） 

  

航空英語能力証明申請書類・実地試験のみ受験する場合 航空英語能力証明申請書類・実地試験のみ受験する場合 

２． （略） ２． （略） 

  

航空英語能力証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方とも受験する必要がない場合 航空英語能力証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方とも受験する必要がない場合 

３． （略） ３． （略） 

  

Ⅵ 計器飛行証明申請 Ⅵ 計器飛行証明申請 

40 申請書類 17 40 申請書類 16 

計器飛行証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 計器飛行証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 

計器飛行証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。） 計器飛行証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。） 

１．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 １．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 

〔通常の申請〕 〔通常の申請〕 

(1) 学科試験受験申込時 (1) 学科試験受験申込時 

 (ア)・(イ) （略）  (ア)・(イ) （略） 

 (ウ) 返信用窓付封筒（受験申請受理通知書及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーー２通  (ウ) 返信用窓付封筒（受験票及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーーーーーーーー２通 

[指定封筒（通常切手を貼付）] [指定封筒（通常切手を貼付）] 

(2) 学科試験受験時 (2) 学科試験受験時 

(ア) CBT事業者が指定する本人確認書類ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１式 (ア) 受験票ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１通 
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   〔持参しなかった場合は受験できない。〕    〔持参しなかった場合は受験できない。切り離したものは無効〕 

（削る） 

 

(イ) 写真ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に指名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ2.4cm。受験票に貼付すること。 

  

17 計器飛行証明 41 16 計器飛行証明 41 

学科試験受験申込時（略） 学科試験受験申込時（略） 

  
(3) ・(4) （略） (3)・(4) （略） 

様式 （略） 様式 （略） 

  

44 申請書類 17 44 申請書類 16 

計器飛行証明申請書類・学科試験のみ受験する場合 計器飛行証明申請書類・学科試験のみ受験する場合 

２．学科試験のみ受験する必要がある者 ２．学科試験のみ受験する必要がある者 

［航空大学校及び指定養成施設の場合］ ［航空大学校及び指定養成施設の場合］ 

(1) 学科試験受験申込時 (1) 学科試験受験申込時 

 (ア)・(イ) （略）  (ア)・(イ) （略） 

 (ウ) 返信用窓付封筒（受験申請受理通知書及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーー２通  (ウ) 返信用窓付封筒（受験票及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーーーーーーーー２通 

[指定封筒（通常切手を貼付）] [指定封筒（通常切手を貼付）] 

(2) 学科試験受験時 (2) 学科試験受験時 

(ア) CBT事業者が指定する本人確認書類ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１式 (ア) 受験票ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１通 
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改 正 後 改 正 前 

   〔持参しなかった場合は受験できない。〕    〔持参しなかった場合は受験できない。切り離したものは無効〕 

（削る） 

 

(イ) 写真ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に指名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ2.4cm。受験票に貼付すること。 

  

17 計器飛行証明 45 16 計器飛行証明 45 

学科試験受験申込時（略） 学科試験受験申込時（略） 

 
 

(3) （略） (3) （略） 

様式 （略） 様式 （略） 

  

計器飛行証明申請書類・実地試験のみ受験する場合 計器飛行証明申請書類・実地試験のみ受験する場合 

３． （略） ３． （略） 

  

Ⅶ 操縦教育証明申請 Ⅶ 操縦教育証明申請 

52 申請書類 17 52 申請書類 16 

操縦教育証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 操縦教育証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 

操縦教育証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。） 操縦教育証明申請（提出書類はすべてA4サイズとする。） 

CBT化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及びCBT事業者等のHPにおいて当該

学科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試験の流れ等を確認すること。 

１．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 １．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 



「航空従事者技能証明等に関する事務処理要領」一部改正 新旧対照表 

10 

改 正 後 改 正 前 

「通常の申請」 「通常の申請」 

(1) 学科試験受験申込時 (1) 学科試験受験申込時 

 (ア)・(イ) （略）  (ア)・(イ) （略） 

 (ウ) 返信用窓付封筒（受験申請受理通知書及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーー２通  (ウ) 返信用窓付封筒（受験票及び結果通知書送付用）ーーーーーーーーーーーーーーー２通 

[指定封筒（通常切手を貼付）] [指定封筒（通常切手を貼付）] 

(2) 学科試験受験時 (2) 学科試験受験時 

(ア) CBT事業者が指定する本人確認書類ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１式 (ア) 受験票ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１通 

   〔持参しなかった場合は受験できない。〕    〔持参しなかった場合は受験できない。切り離したものは無効〕 

（削る） 

 

(イ) 写真ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に指名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ2.4cm。受験票に貼付すること。 

17 操縦教育証明 53 16 操縦教育証明 53 

学科試験受験申込時（略） 学科試験受験申込時（略） 

  
(3) ・(4) （略） (3)・(4) （略） 

様式 （略） 様式 （略） 

  

操縦教育証明申請書類・実地試験のみ受験する場合 操縦教育証明申請書類・実地試験のみ受験する場合 

２． （略） ２． （略） 

  

Ⅷ 運航管理者技能検定申請 Ⅷ 運航管理者技能検定申請 
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改 正 後 改 正 前 

60 申請書類 17 60 申請書類 16 

運航管理者技能検定申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 運航管理者技能検定申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 

運航管理者技能検定申請（提出書類はすべてA4サイズとする。ただし、公的機関から発行されるもの

を除く。） 

運航管理者技能検定申請（提出書類はすべてA4サイズとする。ただし、公的機関から発行されるも

のを除く。） 

CBT化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及びCBT事業者等のHPにおいて当該学

科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試験の流れ等を確認すること。 

 

１．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 １．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 

［通常の申請] ［通常の申請] 

(1) 学科試験受験申込時 (1) 学科試験受験申込時 

 (ア)～(オ) （略）  (ア)～(オ) （略） 

 (カ) 返信用封筒  (カ) 返信用封筒 

   受験申請受理通知書及び結果通知書送付用（通常切手を貼付）ーーーーーーーーーーー２通    受験票及び結果通知書送付用（通常切手を貼付）ーーーーーーーーーーーーーーーー２通 

   指定の窓付封筒    指定の窓付封筒 

(2) 学科試験受験時 (2) 学科試験受験時 

(ア) CBT事業者が指定する本人確認書類ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１式 (ア) 受験票ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１通 

   〔持参しなかった場合は受験できない。〕    〔持参しなかった場合は受験できない。切り離したものは無効〕 

（削る） 

 

(イ) 写真ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に指名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ2.4cm。受験票に貼付すること。 

  

17 運航管理者技能検定 61 16 運航管理者技能検定 61 

学科試験受験申込時（略） 学科試験受験申込時（略） 
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改 正 後 改 正 前 

  
(3) ・(4) （略） (3)・(4) （略） 

様式（略） 様式（略） 

  

運航管理者技能検定申請書類・実地試験のみ受験する場合 運航管理者技能検定申請書類・実地試験のみ受験する場合 

２． （略） ２． （略） 

  

Ⅸ （略） Ⅸ （略） 

Ⅹ 学科試験 Ⅹ 学科試験 

70 学科試験 17 70 学科試験 15 

学科試験 学科試験 

１．学科試験の実施体制 １．学科試験の実施体制 

(1)・(2) （略）  (1)・(2) （略）  

(3) 学科試験を実施するための試験場の設営等の準備はCBT化した資格(科目)については請負事業

者が行い、CBT化していない資格（科目）については本省主体で行う。 

(3) 学科試験を実施するための試験場の設営等の準備は地方航空局が行う。 

(4)  学科試験の立会いは、CBT化した資格（科目）については請負事業者の会場監督官が行い、 

CBT化していない資格（科目）については原則として航空従事者試験官を主に関係者の協力を

得て行う。 

(4) 学科試験の立会いは、原則として航空従事者試験官を主に関係者の協力を得て行う。 

２．学科試験の期日場所等 ２．学科試験の期日場所等 

学科試験は、原則として年６回実施するものとし、実施にあたってはその都度、HP等で公示する。 学科試験は、原則として年６回実施するものとし、実施にあたってはその都度、官報で公示する。 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 
（削る） ※ ９月期及び１月期の定期運送用操縦士（飛）については、国際民間航空条約の締約国たる外

国の政府が授与した航空業務等の技能に係る資格証明を有する者による技能証明に係る申請に

より行う試験のうち、英語による航空法規のみを受験する場合に限り実施する。 

  

CBT化しない資格（科目）による学科試験については、当面の間、以下の各実施時期における実

施資格（科目）等について、(1)、(2)、(3)及び(4)のとおり実施するものとする。 

英語による学科試験については、当面の間、以下の各実施時期における実施資格等について、

(1)及び(2)とおり実施するものとする。 

(1) 実施期日、時間については、日本語による学科試験期間内の1日とする。 (1) 実施期日、時間については、日本語による学科試験と同じとする。 

(2) （略）  (2) （略） 

(3) CBT化しない資格（科目）の受験を希望する場合は、東京・大阪航空局への学科試験申請

とは別に、「CBT化しない資格（科目）試験実施依頼書」を試験実施予定日の約２か月前ま

でに航空局（霞ヶ関）へ提出すること。 

（新設） 

(4) CBT化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及びCBT事業者等のHPにお

いて当該学科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試験の流れ等を確認するこ

と。 

（新設） 

  

（削る） ・５月期 

 定期運送用操縦士（飛）（法規）、准定期運送用操縦士（飛）（法規）、計器飛行一般 

・７月期及び３月期 ・７月期及び３月期 
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改 正 後 改 正 前 

定期運送用操縦士（飛行船） 定期運送用操縦士（法規）、准定期運送用操縦士（法規）、 

事業用操縦士（滑空機）（外切において法規を英文受験する場合に限る） 事業用操縦士（法規）、自家用操縦士（法規）、 

事業用操縦士（飛行船） 一等航空整備士（法規、機体、タービン発動機、電子装備品等）、 

自家用操縦士（滑空機）（外切において法規を英文受験する場合に限る） 二等航空整備士（法規）、 

自家用操縦士（飛行船） 一等航空運航整備士（法規）、二等航空運航整備士（法規） 

一等航空士 

二等航空士 

 

航空機関士  

操縦教育証明（外切において操縦教育一般を英文受験する場合に限る）  

運航管理者（外切において法規を英文受験する場合に限る）  

一等航空整備士（飛行機、回転翼航空機）（機体、タービン発動機、電子装備品を英文受験する場

合に限る） 

 

二等航空整備士（飛行船） 

二等航空運航整備士（飛行船） 

 

航空工場整備士（ピストン発動機関係・プロペラ関係）  

（削る） ・９月期 

 定期運送用操縦士（飛）（法規）、 

 一等航空整備士（法規、機体、タービン発動機、電子装備品等） 

（削る） ・11月期 

 定期運送用操縦士（法規）、准定期運送用操縦士（法規）、 

 一等航空整備士（法規、機体、タービン発動機、電子装備品等）、 

 二等航空整備士（法規）、 

 一等航空運航整備士（法規）、二等航空運航整備士（法規） 

（削る） ・１月期 

 定期運送用操縦士（飛）（法規）、計器飛行一般 

３．学科試験の実施 ３．学科試験の実施 

(1) 受験申請受理通知書の作成、送付 (1) 受験票の作成、送付 

地方航空局は､｢受験申請受理通知書」を作成し、試験日の約３日前に受験者に発送する。 地方航空局は､｢受験票」を作成し、試験日の約15日前に受験者に発送する。 

 受験者は送付された受験票に氏名及び撮影年月日を記入した写真を貼付し、受験当日に試験会場

に持参する。 

(2) 受験者の心得 (2) 受験者の心得 

   受験申請受理通知書に記載する受験者の心得は次のとおりとする。    受験票に記載する受験者の心得は次のとおりとする。 

(ア) 初めて学科試験を受験する者、初回受験時に1回の試験期において全科目について『CBT受

験科目の予約』（以下科目予約）・『主催団体へ受験資格の申請（航空法施行規則第19号様

式による申請）』（以下申請）・『会場での受験』（以下受験）をしなかった者及び受験した

が全科目について合格点を得られなかった者は、必ず1回の試験期において全科目につい

て科目予約・申請・受験をして下さい。その際、全科目について受験をしなかった場合

は、科目合格の扱いはできませんので不合格となります。 

(ア) 受験者は、試験開始時刻の５分前までに着席してください。試験開始に遅れた者は一切

受験を認めません。 

(イ) 受験者は、CBT事業者の運用に従って試験開始までに受付等の必要な手続きを行ってくだ

さい。 

(イ) 初めて学科試験を受験する者は、必ず全科目について受験して下さい。その際、全科目

について受験しなかった場合は、科目合格の扱いはできませんので不合格となります。 
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改 正 後 改 正 前 

なお、不合格となった者が不合格後に学科試験を受験する場合も初めて学科試験を受

験する者と同様に全科目受験しなければいけません。 

(ウ) 途中退室及び試験時間内での試験終了する場合等については、CBT事業者の運用に従って

ください。CBT化しない資格（科目）試験は、CBT事業者と同様の取り扱いとします。 

(ウ) 試験開始後30分間は、退室することが出来ません。 

(エ) 次の行為は、退場又は処分されることがあります。 (エ) 次の行為は、退場又は処分されることがあります。 

 (a) 会場監督官及び航空従事者試験官の指示に従わないとき。    (a) 試験係官の指示に従わないとき。 

 (b) 不正行為があると認められたとき。    (b) 不正行為があると認められたとき。 

(オ) 試験当日の持ち物、筆記用具等については当局及びCBT事業者のHP等で確認してください。 (オ) 試験当日は、筆記用具（マークシート記入はＨＢの鉛筆又はシャープペンシルを使用し

て下さい。）、鉛筆削り、消しゴム及び航法計算盤以外は持参しないでください。 

４. ～６. （略） ４.～６. （略） 

  

17 学科試験 74 15 学科試験 74 
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ⅩI～ⅩⅤ（略） ⅩI～ⅩⅤ（略） 

 

　17　 学科試験　73

飛－飛行機、回－回転翼航空機、滑－滑空機、船－飛行船

資　　格

定期運送用操縦士 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
（飛回船） 40分 40分 40分 40分

准定期運送用操縦士 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
（飛） 40分 40分 40分 40分

事業用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（飛回船） 40分 40分 40分 40分

事業用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（滑）動力 40分 40分 40分 40分

事業用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規
（滑）上級 40分 40分 40分

自家用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（飛回船） 40分 40分 40分 40分

自家用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（滑）動力 40分 40分 40分 40分

自家用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規
（滑）上級 40分 40分 40分

航空通信士 航空気象 構造 航空法規 空中航法
40分 20分 40分 40分

一等航空士 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
二等航空士 40分 40分 40分 40分

航空機関士 空力 機体 航空法規 電子装備品等
40分 40分 40分 40分

航空通信 空中航法 航空気象
40分 40分 40分

一等航空整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回） 40分 80分 80分

二等航空整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回船） 40分 60分 60分

二等航空整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（滑）動力 40分 60分 60分

二等航空整備士 航空法規等 機体
（滑）上級 40分 60分

一等航空運航整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回） 40分 60分 50分

二等航空運航整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回船） 40分 60分 50分

二等航空運航整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（滑）動力 40分 60分 50分

二等航空運航整備士 航空法規等 機体
（滑）上級 40分 60分

航空工場整備士 航空法規等 航空工学 専門
40分 60分 70分

航空英語能力証明

計器飛行証明

操縦教育証明

運航管理者 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
40分 40分 40分 40分

施設
20分

航空従事者学科試験科目及び試験時間

国土交通省航空局安全政策課

令和5年11月期より適用

試　験　科　目　及　び　時　間

航空工学
40分

航空工学
40分

航空通信
40分

航空通信
40分

空中航法
40分

航空通信
40分

航空通信
40分

空中航法
40分

航空通信
40分

構造
40分

発動機
40分

空中操作
40分

電子装備品等
80分

40分

計器飛行一般
40分

操縦教育一般
80分

航空工学
40分

電子装備品等
60分

航空英語の聞き取り

　15　 学科試験　74

飛－飛行機、回－回転翼航空機、滑－滑空機、船－飛行船

資　　格

定期運送用操縦士 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
（飛回船） 9:00-11:00 11:10-11:50 13:00-14:00 15:20-16:00

准定期運送用操縦士 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
（飛） 9:00-11:00 11:10-11:50 13:00-14:00 15:20-16:00

事業用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（飛回船） 9:00-9:40 9:50-10:30 10:40-11:20 13:00-14:00

事業用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（滑）動力 9:00-9:40 9:50-10:30 10:40-11:20 13:00-13:40

事業用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規
（滑）上級 9:00-9:40 9:50-10:30 10:40-11:20

自家用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（飛回船） 9:00-9:40 9:50-10:30 10:40-11:20 13:00-14:00

自家用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（滑）動力 9:00-9:40 9:50-10:30 10:40-11:20 13:00-13:40

自家用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規
（滑）上級 9:00-9:40 9:50-10:30 10:40-11:20

航空通信士 航空気象 構造 航空法規 空中航法
9:00-9:40 9:50-10:30 10:40-11:20 13:00-13:40

一等航空士 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
二等航空士 9:00-11:00 11:10-11:50 13:00-14:00 15:00-15:40

航空機関士 空力 機体 航空法規 電子装備品等
9:00-10:00 10:10-11:10 11:20-12:00 14:10-15:10

航空通信 空中航法 航空気象
15:20-16:00 16:10-16:50 17:00-17:40

一等航空整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回） 9:00-9:40 9:50-11:20 13:00-14:30

二等航空整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回船） 9:00-9:40 9:50-10:50 11:00-12:00

二等航空整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（滑）動力 9:00-9:40 9:50-10:50 11:00-12:00

二等航空整備士 航空法規等 機体
（滑）上級 9:00-9:40 9:50-10:50

一等航空運航整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回） 9:00-9:40 9:50-10:50 11:00-11:50

二等航空運航整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回船） 9:00-9:40 9:50-10:50 11:00-11:50

二等航空運航整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（滑）動力 9:00-9:40 9:50-10:50 11:00-11:50

二等航空運航整備士 航空法規等 機体
（滑）上級 9:00-9:40 9:50-10:50

航空工場整備士 航空法規等 航空工学 専門
9:00-9:40 9:50-10:50 11:00-12:30

航空英語能力証明

計器飛行証明

操縦教育証明

運航管理者 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
9:00-11:00 11:10-11:50 13:00-14:00 15:20-16:00

施設
16:10-16:50

航空従事者学科試験科目及び時間割表

国土交通省航空局安全政策課

令和４年７月期より適用

試　験　科　目　及　び　時　間

航空工学
14:10-15:10

航空工学
14:10-15:10

航空通信
11:30-12:10

航空通信
11:30-12:10

航空通信
11:30-12:10

航空通信
11:30-12:10

航空通信
11:30-12:10

航空通信
11:30-12:10

航空通信
11:30-12:10

構造
14:10-14:50

発動機
13:00-14:00

空中操作
17:50-18:30

電子装備品等
14:40-16:10

13:30-14:30

計器飛行一般
13:30-15:30

操縦教育一般
13:30-15:30

航空工学
14:10-15:10

電子装備品等
13:00-14:00

航空英語の聞き取り



「運航管理者の受験資格等について」一部改正 新旧対照表 

1 

改 正 後 改 正 前 

（制定）空乗第2091号 平成元年7月27日 

（一部改正） 国空航第206号 令和５年９月29日 

空乗第2091号 

平成元年7月27日 

  

運航管理者の受験資格等について 運航管理者の受験資格等について 

航空局安全部安全政策課  

  

標記については、下記により取扱うものとする。 標記については、下記により取扱うものとする。 

  

記 記 

  

１． （略） １． （略） 

２．技能検定申請書の提出後学科試験実施の日までに、規則第167条第1項に規定す

る経験を有することとなる者にあっては、規則第168条第1項第3号に掲げる書類

は、学科試験の期日までに提出するものとする（学科試験の期日の前日までに当該

書類が提出されなければ学科試験を受けることができない。） 

 

２．技能検定申請書の提出後学科試験実施の日までに、規則第167条第1項に規定す

る経験を有することとなる者にあっては、規則第168条第1項第4号に掲げる書類

は、学科試験の期日までに提出するものとする（学科試験の期日の前日までに当該

書類が提出されなければ学科試験を受けることができない。） 

 

３． （略） ３． （略） 

  

附 則（令和５年９月29日 国空航第２０６号） 

この通達は、令和５年９月30日から施行する。 



「航空整備士実地試験要領」一部改正 新旧対照表 

1 

改 正 後 改 正 前 

国空乗第80号 平成18年5月31日       

国空航第206号 令和５年９月29日（最終改正） 

国空乗第80号 平成18年5月31日       

国空安政第564号令和4年6月18日（最終改正） 

  

航空整備士実地試験要領 航空整備士実地試験要領 

  

記 記 

第１部～第３部 （略） 第１部～第３部 （略） 

  

  



「航空整備士実地試験要領」一部改正 新旧対照表 

2   

受験地 



「航空整備士実地試験要領」一部改正 新旧対照表 

3 

別表１～別表19 （略） 別表１～別表19 （略） 

附 則（令和５年９月29日 国空航第206号） 

本通達は、令和５年９月30日から適用する。 



「航空英語能力証明実地試験実施基準」一部改正 新旧対照表 

1 

改 正 後 改 正 前 

国空乗第１１５号 平成１９年６月１３日（制定）   

国空航第206号 令和５年９月29日（最終改正） 

  

国空乗第１１５号 平成１９年６月１３日（制定）   

国空航第３０３７号 令和４年３月２９日（最終改正） 

 

航空英語能力証明実地試験実施基準 航空英語能力証明実地試験実施基準 

  

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略） 

別添１・別添２ （略） 別添１・別添２ （略） 

  

受 験 地  



「航空英語能力証明実地試験実施基準」一部改正 新旧対照表 

2 

改 正 後 改 正 前 

  

附 則（令和５年９月29日 国空航第206号） 

 （施行期日） 

この航空英語能力証明実地試験実施基準は、令和５年９月30日から施行する。 


